
                       

 

 

 

「事業者・職場における新型インフルエンザ対策セミナー」開催について 

 

 さて、新型インフルエンザが全国的に流行しております。 

 新型インフルエンザ対策の基本は、一人ひとりが「マスクの着用」や「手洗い・うがい

の励行」などの感染予防策を講じることと、万一、感染した場合には人に「うつさない」

ことが大切です。 

 また、マンパワーの警備業におきましては、感染拡大防止と会社機能維持の観点から、

同時期に多数の感染者を発生させない対策や会社の都合により従業員を休ませる場合の休

業手当の支払いの検討などの具体的な対策を講じておくことが重要です。 

 そのためには、事業者は、新型インフルエンザに対する基礎知識、正しい感染拡大防止

や新型インフルエンザ対策体制の検討・確立など「事業の継続に必要な事項」や従業員が

感染した場合の休業手当て支払いなどについての「新型インフルエンザ発症時の休業等に

関する規程」等の作成など職場における新型インフルエンザ対策に万全を期しておかなけ

ればなりません。 

 つきましては、下記のとおり、「事業者・職場における新型インフルエンザ対策について」

と題しましたセミナーを開催することといたしました。 

  
記 

１ 日 時 

  平成２１年１１月９日（月）１４：００～１６:３０ 

２ 場 所 

  （社）大阪府警備業協会、３階会議室  

３ 出席者 

  （社）大阪府警備業協会会員及び会員以外でセミナー受講を希望される方 

４ 演題等 

(1) テーマ 

事業者・職場における新型インフルエンザ対策について 

(2) 講師 

スガハラ社会保険労務士事務所 

特定社会保険労務士・行政書士 菅原 正明 様 

５ 参加料 

  無料 

                                  以 上 

 

 (連絡先：（社）大阪府警備業協会 事務局 電話 ０６－６９７３－７６１２) 


